
 

 

閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 
 

開催日時：平成２８年４月８日（金）     ８：２７～８：３７ 

 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（総務大臣） 

岩 城 光 英 国務大臣（法務大臣） 

岸 田 文 雄 国務大臣（外務大臣） 

馳     浩 国務大臣（文部科学大臣） 

塩 崎 恭 久 国務大臣（厚生労働大臣） 

森 山    国務大臣（農林水産大臣） 

林   幹 雄 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 井 啓 一 国務大臣（国土交通大臣） 

丸 川 珠 代 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

中 谷   元 国務大臣（防衛大臣） 

菅   義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

髙 木   毅 国務大臣（復興大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

島 尻 安伊子 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

石 原 伸 晃 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

石 破   茂 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

遠 藤 利 明 国務大臣 

陪 席 者：萩生田 光 一 内閣官房副長官 

世 耕 弘 成 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

欠  席：杉 田 和 博 内閣官房副長官 

 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

     ○一般案件      １件 

○国会提出案件   １７件 

○公布（法律）    ４件 

     ○政令        １件 

○人事        １件 

○配布        ２件 

     いずれも，案件表のとおり，決定，了解等となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

  まず，閣議案件について，萩生田副長官から御説明申し上げます。 

○萩生田内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，「秋篠宮文仁親

王同妃両殿下のイタリア国御訪問」について，御了解をお願いいたします。この度，

イタリア国政府から，国交樹立１５０周年の機会に，両殿下を同国に招待したい旨

の申出がありましたので，我が国と同国との友好親善関係に鑑み，５月１０日から

１７日までの予定で御訪問願うこととするものであります。 

次に，「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の施行状況に関す

る報告」及び「平成２７年団体規制状況の年次報告」について，御決定をお願いい

たします。本件は，無差別大量殺人団体規制法及び破壊活動防止法に基づき，それ

ぞれ国会に提出するものであります。本件につきましては，後程，法務大臣及び国

家公安委員会委員長から御発言があります。 

次に，質問主意書に対する答弁書１５件について，お手元の資料のとおり，御決

定をお願いいたします。 

次に，法律の公布について，御決定をお願いいたします。「国会議員の選挙等の執

行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律」外３件が，６日

の参議院本会議において，可決成立したものであります。 

次に，政令について，御決定をお願いいたします。「国会議員の選挙等の執行経費

の基準に関する法律施行令の一部を改正する政令」は，国会議員の選挙等に係る投

票所経費等の額の加算を行う地域及び割合を改めるものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。室永芳三外２１８名の叙位又は叙勲に

ついて，御決定をお願いいたします。 

次に，配布資料といたしまして，「会計検査院法の規定に基づく報告書」がありま

す。本件は，参議院からの要請に基づき実施した会計検査の結果について，参議院

に報告した旨，会計検査院から，内閣に対し通知があったものであります。  

○菅国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，法務大臣。 

○岩城国務大臣：無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の平成２７年

中の施行状況について御報告いたします。公安審査委員会は，平成２７年１月２３

日，公安調査庁長官によるオウム真理教に対する観察処分の５回目の期間更新請求

について，これを更新する決定をいたしました。また，公安調査庁においては，平

成２７年中にオウム真理教から四回の定期報告を徴するとともに，教団施設延べ３

７箇所に対して立入検査を行うなど，観察処分を厳正に実施いたしました。これら

の実施結果については，延べ５５の関係地方公共団体に対して情報提供しておりま

す。 

次に，破壊活動防止法による団体規制については，平成２７年中，公安調査庁長

官において，破壊的団体につき規制処分の請求手続をとったものはありませんでし

た。 

○菅国務大臣：次に，国家公安委員会委員長。 
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○河野国務大臣：法務大臣から御発言がありました無差別大量殺人行為を行った団体

の規制に関する法律の施行状況に関する報告に関連し，警察の対応状況を御説明い

たします。 

警察においては，オウム真理教の実態を明らかにするため，必要な情報を収集す

るとともに，その組織的な違法行為に対する厳正な取締りを推進しております。ま

た，教団施設周辺の住民の不安を払拭し，トラブルの発生を防止するため，教団施

設周辺におけるパトロール等を実施するとともに，公安調査官による立入検査に際

し，立入先周辺の警戒警備を実施しております。 

警察においては，引き続き，関係機関と緊密に連携してオウム真理教の実態の解

明に努め，組織的な違法行為の厳正な取締りと必要な警戒警備を推進してまいりま

す。 

○菅官房長官：次に，私から，憲仁親王妃久子殿下のスウェーデン国御旅行について，

申し上げます。高円宮憲仁親王妃久子殿下は，スウェーデン国王室からの招待によ

り，来る４月３０日に開催される同国国王陛下の７０歳御誕生日祝賀行事に御出席

のため，４月２８日から５月２日までの予定で，同国へ御旅行になりますので，御

報告します。 

これをもちまして，閣議を終了いたします。 

○引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

 御発言はございますか 。 

○無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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                 平成 28年 

                 ４月８日 

 

◎ 一 般 案 件 

   ○ 文 仁 親 王 同 妃 両 殿 下 の イ タ リ ア 国 御 訪 問 に つ い て  
（ 了 解 ）          （ 宮 内 庁 ・ 外 務 省 ）  

  

◎ 国 会 提 出 案 件 

○ 無 差 別 大 量 殺 人 行 為 を 行 っ た 団 体 の 規 制 に 関 す る 

法 律 の 施 行 状 況 に 関 す る 報 告 に つ い て （ 決 定 ） 

（ 法 務 省 ・ 警 察 庁 ） 

 〃  ☆ 平 成 ２ ７ 年 団 体 規 制 状 況 の 年 次 報 告 に つ い て 

（ 決 定 ）              （ 法 務 省 ） 

1. 参 議 院 議 員 牧 山 ひ ろ え （ 民 進 ） 提 出 「 仕 事 ・  
子 育 て 両 立 支 援 事 業 」 に お け る 企 業 主 導 型 保  

○   育 事 業 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）          （ 内 閣 府 本 府 ）  

 1. 衆 議 院 議 員 逢 坂 誠 二 （ 民 進 ） 提 出 電 波 法 第 ７  
６ 条 第 １ 項 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ  
い て （ 決 定 ）          （ 総 務 省 ） 

1. 衆 議 院 議 員 緒 方 林 太 郎 （ 民 進 ） 提 出 外 務 省 改  
革 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）            （ 外 務 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 緒 方 林 太 郎 （ 民 進 ） 提 出 海 洋 調 査  
活 動 の 相 互 事 前 通 報 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答  
弁 書 に つ い て （ 決 定 ）       （ 同 上 ）  

1. 衆 議 院 議 員 緒 方 林 太 郎 （ 民 進 ） 提 出 他 国 の 閣  
僚 と の 交 渉 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ  
い て （ 決 定 ）                          （ 同 上 ）  

1. 衆 議 院 議 員 岡 本 充 功 （ 民 進 ） 提 出 Ｔ Ｐ Ｐ 協 定  
 に よ る 原 産 国 表 示 廃 止 の 可 能 性 に 関 す る 質 問  

に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）   （ 同 上 ）  
 

（ 金 ）閣 議 案 件 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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1. 衆 議 院 議 員 岡 本 充 功 （ 民 進 ） 提 出 現 在 起 こ っ  
 て い る ま た は こ れ か ら 起 こ る 武 力 紛 争 に 対 す  

る 政 府 の 戦 争 ， 戦 没 者 ， 戦 死 者 の 認 識 に 関 す  
る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  

（ 外 務 省 ）  
1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 民 進 ） 提 出 国 税 専 門 官  

募 集 ポ ス タ ー に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に  
つ い て （ 決 定 ）         （ 財 務 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 緒 方 林 太 郎 （ 民 進 ） 提 出 著 作 権 法  
改 正 案 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）          （ 文 部 科 学 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 仲 里 利 信 （ 無 ） 提 出 戦 没 者 遺 骨 収  
集 推 進 法 の 成 立 に 伴 う 戦 没 者 の 遺 骨 収 集 に 向  
け た 政 府 の 取 り 組 み に 関 す る 質 問 に 対 す る 答  
弁 書 に つ い て （ 決 定 ）    （ 厚 生 労 働 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 仲 里 利 信 （ 無 ） 提 出 ハ ロ ー ワ ー ク  
の 求 人 票 に お け る 労 働 条 件 と 実 際 の 労 働 条 件  
と の 食 い 違 い の 改 善 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答  
弁 書 に つ い て （ 決 定 ）       （ 同 上 ）  

1. 参 議 院 議 員 牧 山 ひ ろ え （ 民 進 ） 提 出 病 児 保 育  
の 充 実 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）             （ 同 上 ）  

1. 衆 議 院 議 員 緒 方 林 太 郎 （ 民 進 ） 提 出 農 業 に お  
け る コ ス ト 削 減 ， 体 質 改 善 に 関 す る 質 問 に 対  
す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） （ 農 林 水 産 省 ）  

1. 衆 議 院 議 員 緒 方 林 太 郎 （ 民 進 ） 提 出 Ｔ Ｐ Ｐ 農  
業 対 策 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て  
（ 決 定 ）             （ 同 上 ）  

1. 衆 議 院 議 員 岡 本 充 功 （ 民 進 ） 提 出 陸 上 自 衛 隊  
福 知 山 駐 屯 地 で 展 示 さ れ て い る 銃 弾 に 関 す る  
質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  

     （ 防 衛 省 ）  
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◎ 公 布 （ 法 律 ） 

1. 国 会 議 員 の 選 挙 等 の 執 行 経 費 の 基 準 に 関 す る 

法 律 及 び 公 職 選 挙 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 

（ 決 定 ） 

☆  1. 独 立 行 政 法 人 環 境 再 生 保 全 機 構 法 の 一 部 を 改 

正 す る 法 律 （ 決 定 ） 

1. 公 職 選 挙 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 決 定 ） 

1. 成 年 後 見 の 事 務 の 円 滑 化 を 図 る た め の 民 法 及 

び 家 事 事 件 手 続 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 

（ 決 定 ） 

 

◎ 政  令 

   ○ 国 会 議 員 の 選 挙 等 の 執 行 経 費 の 基 準 に 関 す る 法 律 

施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） 

（ 総 務 ・ 財 務 省 ） 

 

◎ 人  事 

☆ 長 崎 大 学 名 誉 教 授 室 永 芳 三 外 ２ １ ８ 名 の 叙 位 又 は  
叙 勲 に つ い て （ 決 定 ）  

 

◎ 配  布 

   ☆ 会 計 検 査 院 法 第 ３ ０ 条 の ３ の 規 定 に 基 づ く 報 告 書 

            （ 内 閣 官 房 ） 

☆ 平 成 ２ ８ 年 度 「 財 政 法 第 ４ ６ 条 に 基 づ く 国 民 へ の 

財 政 報 告 」 に つ い て         （ 財 務 省 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕 

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  
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